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第 ４ 回   熊本県議会   農林水産常任委員会会議記録 

 

令和７年10月２日(木曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前11時50分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 令和７年度熊本県一般会計補

正予算(第５号) 

議案第８号 専決処分の報告及び承認につ

いてのうち 

議案第14号 令和７年度農林水産関係の建

設事業の経費に対する市町村負担金(地

方財政法関係)について 

議案第15号 令和７年度県営土地改良事業

の経費に対する市町村負担金について 

議案第16号 令和７年度農地海岸保全事業

及び漁港海岸保全施設整備事業の経費に

対する市町負担金について 

議案第17号 令和７年度県営林道事業の経

費に対する村負担金について 

議案第24号 工事請負契約の変更について 

議案第58号 令和７年度熊本県一般会計補

正予算(第６号) 

報告第20号 一般社団法人熊本県野菜価格 

安定資金協会の経営状況を説明する書

類の提出について 

報告第21号 公益社団法人熊本県畜産協会

の経営状況を説明する書類の提出につい

て 

報告第22号 公益財団法人熊本県農業公社

の経営状況を説明する書類の提出につい

て 

報告第23号 公益社団法人熊本県林業公社

の経営状況を説明する書類の提出につい

て 

報告第24号 公益財団法人熊本県林業従事

者育成基金の経営状況を説明する書類の

提出について 

報告第25号 公益財団法人くまもと里海づ

くり協会の経営状況を説明する書類の提

出について 

報告第33号 い業振興に関する施策の報告

について 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

①令和７年８月 10日からの大雨による

農林水産関係被害及び対応について 

②農産物輸送状況調査結果について 

③営農継続に向けた取組みについて 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 河 津 修 司 

        副委員長 池 永 幸 生 

        委  員 前 川   收 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 山 口   裕 

        委  員 松 村 秀 逸 

        委  員 西 村 尚 武 

委  員 幸 村 香代子 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 農林水産部 

         部 長 中 島   豪 

理 事 

（食のみやこ推進担当） 

兼食のみやこ推進局長 間 宮 将 大 

       政策審議監 磯 谷 重 和 

生産経営局長 德 永 浩 美 

      農村振興局長 永 田   稔 

        森林局長 宮 脇   慈 

        水産局長 那 須 博 史 

    農林水産政策課長 紙 屋 勝 良 

団体支援課長 岩 野 洋 士 

政策調整監 杉 谷 将 洋 
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 流通アグリビジネス課長 甲 斐 久美子 

      農業技術課長 山 本 剛 士 

農産園芸課長 福 永   哲 

畜産課長 安 武 秀 貴 

     担い手支援課長 林 田 慎 一 

      農村計画課長 野 入 正 憲 

       首席審議員 

     兼農地整備課長 大 森 直 樹 

     むらづくり課長 岩 田 長 起 

      技術管理課長 宮 川 和 幸 

      森林整備課長 野 間   圭 

      林業振興課長 藤 田 隆 利 

森林保全課長 山 下 聖 二 

      水産振興課長 山 下 博 和 

    漁港漁場整備課長 植 田 光 和 

農業研究センター所長 工 藤 真 裕 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 岡 部 康 夫 

     政務調査課主幹 入 舟 卓 雄 

     議事課参事   中 野 千 春 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○河津修司委員長 ただいまから第４回農林

水産常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に１名の傍聴の申出がありま

したので、これを認めることといたしまし

た。 

 それでは、付託議案等の審査に入ります

が、質疑については、執行部の説明終了後、

一括して受けたいと思います。 

 なお、執行部の説明は、効率よく進めるた

めに、着席のまま簡潔に行ってください。 

 初めに、中島農林水産部長から総括説明を

行い、続いて、各担当課長から順次説明をお

願いします。 

 

○中島農林水産部長 今定例会に提案してお

ります議案の説明に先立ち、２点御報告いた

します。 

 まず、農林水産部における８月10日からの

大雨災害への対応についてです。 

 県内広範囲に甚大な被害が生じた農林水産

関係の９月末時点の被害額が約861億円と、

熊本地震、令和２年７月豪雨に次ぐ規模の災

害となりました。 

 応急対応から復旧、復興へとフェーズが移

行する中、被災された生産者の方々が、経営

継続に向けた意欲を維持し、速やかに経営を

再開していただくためには、被災した農林水

産業の基盤となる農地、農業用施設、山地、

林道等の復旧に加え、早期営農再開に向けた

農業用機械の復旧や生産資材の確保などの支

援に迅速かつ丁寧に取り組んでいくことが重

要と認識しています。 

 そのため、県では、発災後速やかに金融相

談や営農相談の窓口を設置し、生産者の相談

に対応するとともに、被害の大きい野菜苗、

イグサ、大豆や排水機場についてプロジェク

トチームを立ち上げ、市町村や関係団体と連

携し、早急な対応策の検討を進めてまいりま

した。 

 さらに、市町村に対しましては、農林水産

業の基盤の復旧に向けて、農地、農業用施設

や林道等の被害状況調査を支援するととも

に、災害復旧事業に係る技術的な助言も行っ

ております。 

 また、特に速やかな対応が必要なトマト苗

等の生産資材の調達支援、排水機場や山地災

害箇所の復旧等については、先月、知事専決

処分により予算措置を行い、それぞれ事業に

着手しております。 

 加えて、今回、追加提案分として、農業用

機械の復旧をはじめとした営農の早期再開や

農地、山地、林道の復旧等に必要な予算を提

案させていただいており、復旧、復興に向け

た取組を加速させてまいります。 

 地域を支える基幹産業である農林水産業が

一日も早い復旧、復興を果たし、地域の魅力

を再び輝かせることで、持続可能な地域とし
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て再生できるよう、農林水産部を挙げて精い

っぱい取り組んでまいります。 

 なお、大雨被害の状況及び対応の詳細につ

きましては、後ほど、その他報告事項として

御説明させていただきます。 

 ２点目は、赤潮対策についてです。 

 本県水産業の喫緊の課題である赤潮対策に

つきましては、今年４月に水産研究センター

に赤潮対策プロジェクトチームを立ち上げ、

チーム一丸となり対策の加速化を図るととも

に、養殖業者、県海水養殖漁協、市町と連携

し、赤潮被害の最小化に取り組んでおりま

す。 

 そのような中、９月16日に、上天草市から

八代海で警報を発令していたシャットネラ赤

潮により、養殖シマアジのへい死が発生した

との報告を受け、同日付で水産関係危機管理

対策本部を設置し、最大限の警戒を行ってま

いりました。 

 ９月29日に、水産研究センターが八代海の

赤潮調査を実施したところ、シャットネラ属

を含む有害赤潮が確認されなかったため、同

日付で八代海に発令していた赤潮警報を解除

し、水産関係危機管理対策本部も解散いたし

ました。 

 幸いなことに最初の被害報告から被害の拡

大はなく、今回の赤潮による被害は、養殖シ

マアジが6,500尾へい死し、被害金額は212万

円となりました。 

 なお、今回の被害については、養殖共済で

補償される予定となっております。 

 引き続き、有害赤潮の発生状況を注視する

とともに、持続的な養殖業の実現に向けて、

関係者との連携をより一層強化し、赤潮対策

に取り組んでまいります。 

 続きまして、今回提案しております議案等

の概要を御説明させていただきます。 

 まず、補正予算関係として、梅雨前線豪雨

等による災害からの復旧経費等としての２億

円を計上しています。これに、追加提案分の

８月10日からの大雨災害への対応に要する経

費等の137億円余を加えた、総額139億円余の

増額補正を計上しております。 

 次に、専決処分に関する報告及び承認につ

きましては、８月の大雨災害に速やかに対応

するため、８月27日に知事専決処分により計

上した11億円余の補正予算に係るものでござ

います。 

 補正後の現計予算額は、一般会計、特別会

計を合わせて916億円余となります。 

 また、条例等関係では、農林水産関係の建

設事業の経費に対する市町村負担金及び工事

請負契約の変更について提案しております。 

 さらに、報告関係では、県が出資する公益

法人等の経営状況及びイ業振興に関する施策

について御報告させていただきます。 

 以上が今回提案しております議案の概要で

ございます。 

 加えて、その他報告事項として３件を御報

告させていただきます。 

 詳細につきましては、この後、担当課長か

ら説明させますので、御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○河津修司委員長 それでは、引き続き、各

課長から説明をお願いします。 

 

○紙屋農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 農林水産常任委員会説明資料、予算関係及

び条例等関係について御説明させていただき

ます。 

 １ページをお願いいたします。 

 令和７年度８月専決及び９月補正予算総括

表でございます。 

 表の上段項目、左から３列目、(Ｂ)欄が８

月専決額となります。 

 専決にて予算措置を行った内容は、全て８

月大雨災害において至急対応が必要となった

４つの事業で、一般会計の合計は、11億
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7,000万円余となっております。 

 また、表の真ん中の少し右の列、(Ｃ)欄が

９月補正額となりますが、その列の一番下、

一般会計と特別会計の３合計の欄でございま

すが、合計のとおり、農林水産部の９月補正

合計額は、２億300万円余の増額補正でござ

います。 

 この２つを合わせました専決及び補正後の

総額は、表の一番下、右の合計額のとおり、

779億2,000万円余となっております。 

 なお、１ページの前のページの上のところ

に米印で資料の凡例というのが載っておるか

と思いますけれども、各予算の該当のところ

の説明の欄には、新規事業にはマル新、大雨

対策関連は８月大雨と記載しているところで

ございます。 

 次に、部内複数の課に関係する項目につい

て、まとめて御説明させていただきます。 

 ページは、16ページをお願いいたします。 

 令和７年度繰越明許費の設定につきまし

て、主に農地整備課の農業生産基盤整備事業

や森林保全課の治山事業など合計61億円余、

これに災害復旧費分を加え、農林水産部全体

で合計63億9,000万円余となっております。 

 なお、本会議における繰越設定について

は、適正な工期設定の視点から、10月以降の

工期が６か月以上を要することが確実な事業

について、令和３年度以降お願いしているも

のでございまして、例年、70億から80億程度

となっております。 

 それでは、この後、各課から建制順に主な

ものを御説明いたします。 

 その中において、各課において国庫支出金

の国への返納金というのが出てまいります。

これにつきましては、全部で９件、計530万

円余ございます。これらは、過年度事業の事

業費確定等に伴うものでございますので、個

別の説明は省略させていただきたいと思いま

す。 

 農林水産政策課は以上でございます。 

 

○山本農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ２段目、農業改良普及推進費の説明欄、ス

マート農業・農業支援サービス事業導入総合

サポート緊急対策事業は、農業支援サービス

事業の展開を加速化させるため、サービス事

業体におけるスマート農業の導入に対し助成

するものでございます。 

 農業技術課については以上でございます。 

 

○福永農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 12ページをお願いします。 

 専決処分の報告及び承認についてでござい

ます。 

 ２段目の農作物対策推進事業費の説明欄、

令和７年８月大雨営農再開支援事業は、被災

農業者の早期営農再開に必要な生産資材の調

達や被災したトマト苗の代替苗を確保する取

組に対して助成を行うものです。 

 農産園芸課は以上でございます。 

 

○林田担い手支援課長 担い手支援課でござ

います。 

 13ページをお願いいたします。 

 ８月専決処分の報告についてでございま

す。 

 上から２行目の農業構造改善事業費の説明

欄、令和７年８月大雨営農再開支援事業は、

本年８月の大雨によって、県内の広範囲で農

業用機械や施設が冠水し、甚大な被害を受け

たことから、被害を受けた農業用機械等の修

繕、再取得を支援する事業で、補助率は最大

２割まで、市町村と同率で補助することとし

ており、県、市町村合わせて最大４割を補助

するものです。 

 農業者の営農意欲の減退を防ぎ、早期の営

農再開を図ることを目的に、専決処分で予算
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措置させていただいたものでございます。 

 担い手支援課は以上です。 

 

○大森農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ４段目は、農業生産基盤整備事業費の債務

負担行為の追加でございます。 

 説明欄１の熊本市の第一海路口地区及び２

の美登里地区について、排水機場の整備に当

たりまして、農業用排水ポンプに附帯する電

気工事を複数年にわたって行うため、債務負

担行為の追加をお願いするものでございま

す。 

 ７ページをお願いいたします。 

 １段目の農業生産基盤整備事業費、これに

ついても債務負担行為の変更でございます。 

 説明欄１の八代市の津口・芝口１期地区及

び２の宇城市、氷川町の若洲地区について、

排水機場の整備に当たりまして、現地の土質

条件及び地元調整により、施工時期を変更す

る必要が生じましたので、債務負担行為の変

更をお願いするものでございます。 

 ３段目の農地防災事業費の説明欄、農村地

域防災減災事業については、地滑り防止施設

の整備のため、増額をお願いするものでござ

います。 

 続いて、８ページをお願いいたします。 

 １段目の説明欄１の宇城市の砂川地区及び

２のあさぎり町の第二清願寺地区並びに２段

目の説明欄の宇土市の松原地区につきまして

は、農地防災事業費の債務負担行為の追加及

び変更となっております。 

 農村地域防災減災事業における排水機場や

水管理システムの整備に当たりまして、物価

高騰に伴う最新資材等単価への変更のため、

債務負担行為の追加をお願いするものでござ

います。 

 ９ページをお願いいたします。 

 ２段目の団体営農地等災害復旧費につきま

しては、本年７月までの災害により被災した

農地や農業用施設の復旧のため、増額をお願

いするものでございます。 

 また、３段目は、県営農地等災害復旧費の

債務負担行為の追加でございます。 

 大切畑ダムの堤体工事の追加に伴い、債務

負担行為の追加をお願いするものでございま

す。 

 また、専決処分の関係でございます。 

 14ページをお願いいたします。 

 14ページ、２段目の県営農地等災害復旧費

につきましては、本年８月の大雨により被災

した排水機場の復旧に要する経費を計上させ

ていただいております。 

 農地整備課は以上でございます。 

 

○岩田むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 10ページをお願いいたします。 

 ６段目のふるさと・水と土保全基金積立金

については、基金を活用した未来につなぐふ

るさと応援事業の返還金を基金に積み立てる

ものです。 

 むらづくり課は以上です。 

 

○藤田林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 11ページをお願いいたします。 

 ２段目の現年林道災害復旧費の説明欄のと

おり、本年６月、梅雨前線豪雨で発生いたし

ました林道災害の復旧を行う球磨村に対する

助成を行うものです。 

 林業振興課は以上です。 

 

○山下森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 15ページをお願いします。 

 専決処分の報告でございます。 

 緊急治山事業費は、８月の大雨に伴う山地

災害発生箇所について、早期に復旧工事を実
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施するための測量設計委託費でございます。 

 森林保全課は以上です。 

 

○紙屋農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 別冊となります農林水産常任委員会説明資

料の予算関係追号について、続けて御説明を

させていただきたいと思います。 

 １ページをお願いいたします。 

 先に説明をいたしました８月専決及び９月

補正に追号分を加えました令和７年度９月補

正予算追号分の総括表でございます。 

 ちょうど真ん中辺りの列、(Ｄ)の欄が、令

和７年８月の大雨災害に対する各種対策等の

予算に係る追号でありまして、貸付資金の利

子補給や生産資材等の導入、機械等の修理、

再取得支援、農地や農業用施設、山地、林道

災害等の緊急復旧、漂流・漂着物の処分な

ど、一番下段の合計の欄のとおり、137億

4,300万円余の増額補正でございます。 

 専決と通常補正、さらには追号を合わせま

した９月補正後の総額は、表の一番下、右の

合計額のとおり、916億6,000万円余となって

おります。 

 ２ページをお願いいたします。 

 農林水産政策課でございますが、上段２段

目、農政諸費につきましては、８月大雨によ

り、浸水、落雷の被害を受けた農業公園の土

砂撤去、放送設備復旧に要する経費でござい

ます。 

 農林水産政策課からは以上でございます。 

 

○岩野団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 ３ページをお願いいたします。 

 ８月大雨被害対策として、被災された農林

漁業者を対象とする金融支援制度を創設する

ための予算でございます。 

 ２段目、経営対策資金助成費は、今回の大

雨で被災された農業者に対する利子補給でご

ざいます。 

 最下段、林業金融対策費は、林業者向けに

同様の措置を講ずるための経費でございま

す。 

 ４ページをお願いします。 

 ２段目の金融対策費は、漁業者向けに同様

の措置を講ずるための経費でございます。 

 団体支援課は以上でございます。 

 

○福永農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 ５ページをお願いします。 

 ２段目の農作物対策推進事業費の説明欄、

令和７年８月大雨営農再開支援事業は、先ほ

ど御説明をしました専決事業について、９月

２日に国の事業が発動したことにより、予算

の一部を一般財源から国庫支出金に財源更正

するとともに、浸水被害を受けた農作物残渣

の撤去に対する支援等に必要な予算を増額し

ております。 

 ４段目の現年共同利用施設災害復旧費の説

明欄、農業共同利用施設災害復旧事業は、大

雨で被災した農業共同利用施設の復旧に対し

て助成を行うものです。 

 農産園芸課は以上です。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 ６ページをお願いします。 

 ２段目、畜産生産基盤総合対策事業費の説

明欄、畜産経営復旧緊急支援事業は、大雨に

より被災し死亡した家畜等の化製処理等を行

う畜産農家に対する助成及び被災した畜舎等

の消毒に要する経費でございます。 

 畜産課は以上です。 

 

○林田担い手支援課長 担い手支援課でござ

います。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ２段目の農業構造改善事業費の説明欄、令

和７年８月大雨営農再開支援事業について



第４回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（令和７年10月２日) 

 - 7 - 

は、先ほど御説明しました専決処分の後に、

国が９月２日に機械等の復旧支援を発表した

こと、被害調査が進むにつれ、農業機械等の

被害額が増大したこと、また、多くの専用機

械を使用するイグサ栽培において被害が大き

いことなどが判明いたしました。 

 そこで、追加提案では、国費の受入れを含

めた県予算額の増額、それから、事業内容と

しましては、補助率は原則10分の２ですが、

全国唯一のイグサ産地の維持のため、イグサ

専用機械の再取得や製造中止の一部機械の修

繕に限り、補助率を10分の３にかさ上げを行

い、８月の大雨で被災した機械や施設の復旧

を支援するものでございます。 

 担い手支援課は以上です。 

 

○大森農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ２段目の海岸保全事業費の説明欄、災害関

連大規模漂着流木等処理対策事業費につきま

しては、８月の大雨により農地海岸に漂着し

た流木等の処理に要する経費となっておりま

す。 

 ３段目の農地防災事業費の説明欄１、農村

地域防災減災事業につきましては、大雨によ

り海岸樋門周辺に堆積した土砂の撤去に要す

る経費でございます。 

 ２の水利施設管理強化事業につきまして

は、大雨の前は渇水傾向でございましたの

で、渇水、高温対策に取り組む農業水利施設

の施設管理者に対して助成を行うものでござ

います。 

 ９ページをお願いいたします。 

 ２段目の団体営農地等災害復旧費について

は、大雨により被災した農地等の災害復旧に

対して、市町村などに助成を行うものでござ

います。 

 ３段目の県営農地等災害復旧費につきまし

ては、被災した排水機場の県で復旧するもの

に要する経費でございます。 

 ３段目の県営農地等災害復旧費の債務負担

行為の追加でございます。 

 大雨により被災した排水機場の復旧に必要

な工事のため、債務負担行為の追加をお願い

するものでございます。 

 農地整備課は以上でございます。 

 

○藤田林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 10ページをお願いいたします。 

 ２段目の林業・木材産業振興施設等整備事

業費の説明欄のとおり、大雨災害で被災した

木材加工流通施設等への再整備経費に対する

助成を行うものです。 

 ４段目の現年林道災害復旧費の説明欄のと

おり、市町村が行う大雨災害で被災した林道

施設の災害復旧に対する助成を行うもので

す。 

 林業振興課は以上です。 

 

○山下森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 11ページをお願いします。 

 緊急治山事業費は、８月の大雨に伴い、山

地災害が発生した295か所のうち、緊急に復

旧を要する29地区の対策を実施するための工

事費等でございます。 

 森林保全課は以上です。 

 

○山下水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 12ページをお願いします。 

 ２段目、漁場環境等対策事業費の説明欄、

水産多面的機能発揮対策事業は、大雨により

被害を受けた干潟等の保全を行う協議会に対

し助成をするものです。 

 水産振興課は以上です。 

 

○植田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で
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ございます。 

 13ページをお願いいたします。 

 ２段目の説明欄、単県漁港漁場施設補修事

業費につきましては、大雨により漁港海岸等

に漂着した流木の処理等に要する経費でござ

います。 

 ３段目の説明欄、海域漂流・海岸漂着物地

域対策事業につきましては、大雨により海域

へ流入した流木の処理等に要する経費でござ

います。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。 

 

○紙屋農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 予算関係及び条例等関係の資料にお戻りを

いただきまして、17ページをお願いいたしま

す。 

 このページの議案第14号から議案第16号ま

では、いずれも令和７年度の農林水産関係の

建設事業等につきまして、受益市町村が負担

する工事費の負担額に相当する額を定めるも

のでございます。 

 県が行う建設事業等につきましては、法律

上、その経費について、受益市町村に負担を

させることができるとされております。 

 この負担率を定めるに当たりましては、受

益市町村の意見を聞いた上で、県議会の議決

を経て定めることとなっております。 

 議案につきましては、根拠法令ごとに、17

ページの議案第14号が地方財政法関係、20ペ

ージの議案第15号が土地改良法関係、22ペー

ジの議案第16号が海岸法関係のものとなって

おります。 

 各事業の負担割合は、国のガイドライン等

に基づき設定したもので、受益市町村の同意

を得ているものでございます。 

 農林水産政策課は以上でございます。 

 

○藤田林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 資料の23ページをお願いいたします。 

 議案第17号、令和７年度県営林道事業の経

費に対する村負担金についてです。 

 枠内について、事業名、県営林道事業、負

担すべき金額として、工事費の100分の10に

相当する金額を定めるものです。 

 建設工事等に伴う受益市町村の負担金につ

いては、農林水産政策課から先に説明があっ

た議案第14号から16号までと同じですが、今

回、県営林道事業では、初めて令和３年に制

定された過疎地域の持続的発展の支援に関す

る特別措置法に基づき、村の同意を得て負担

をいただくこととしたことから、林道事業担

当の林業振興課より説明させていただきまし

た。 

 林業振興課は以上です。 

 

○大森農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 24ページをお願いいたします。 

 議案第24号、工事請負契約の変更について

でございます。 

 令和５年度着手の津口・芝口一期地区水利

施設等保全高度化事業第２号工事の請負契約

のうち、工期について、契約締結の日の翌日

から令和８年３月13日までを契約締結の日の

翌日から令和８年３月31日までに、契約金額

について、８億5,891万5,839円を７億4,320

万1,014円に変更するものでございます。 

 事業の概要については、次の25ページに記

載しております。 

 工事内容につきましては、排水機場の整備

でございます。 

 資料の最下段、主な変更理由ございますけ

れども、３番に記載したとおり、排水機場の

建設に伴いまして、軟弱な地盤層が確認され

たため、その対策の検討に期間を要するとい

うことと、あと樋門、樋管への影響を詳細に

検討する必要があることから、当該工種を減

ずるものとなっております。 
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 農地整備課は以上でございます。 

 

○福永農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 26ページをお願いします。 

 報告第20号、一般社団法人熊本県野菜価格

安定資金協会の経営状況を説明する書類の提

出についてです。 

 概要は、27ページをお願いします。 

 この法人は、１、基本情報、(1)のとお

り、野菜生産出荷安定法に基づく価格安定事

業を行うことにより、野菜生産農家の経営の

安定と消費地への野菜の安定供給を図ること

を目的としております。 

 次に、２、令和６年度の決算の概要につい

てです。 

 (1)に今決算期の正味財産増減計算書を掲

載しておりますが、決算のポイントとなる当

期の正味財産の増減については、右下の欄の

とおり、230万円余の増となっております。 

 28ページの(2)を御覧ください。 

 当期正味財産増減の主な理由につきまして

は、一般正味財産及び当期指定正味財産がと

もに増加したためでございます。 

 ３、事業実績等についてです。 

 (1)の資金造成については、交付予約数量

計画２万2,757トンに基づき、造成額は13億

8,400万円余となり、うち５億8,900万円余

は、国の造成分として独立行政法人農畜産業

振興機構で積み立て、残りの７億9,400万円

余が当協会の必要造成額となりました。 

 必要造成額につきましては、事業年度終了

時残高７億7,800万円余と本年度必要造成額

との差額の1,600万円余を、業務方法書に基

づき造成、払戻しを行いました。 

 (3)の補給金の交付実績では、昨年度は、

ニラ、レンコン、冬春トマト等７品目につい

て、合計2,200万円余を交付しております。 

 農産園芸課は以上でございます。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 29ページをお願いします。 

 報告第21号、公益社団法人熊本県畜産協会

の経営状況を説明する書類の提出についてで

ございます。 

 概要につきましては、30ページをお願いし

ます。 

 この法人の設立目的は、１、基本情報、

(1)のとおり、畜産農家や団体への経営、技

術指導及び畜産物価格安定対策、家畜の改良

等を通じた畜産振興と畜産物の安定供給に資

することを目的としております。 

 ２、令和６年度決算の概要についてでござ

います。 

 (1)に今決算期の正味財産増減計算書を掲

載しておりますが、決算のポイントとなる当

期の正味財産増減額は、右下、１億3,500万

円余の増となっております。 

 31ページ上段、(2)正味財産増減の主な理

由といたしまして、子牛、枝肉価格の低迷及

び配合飼料価格高止まりの影響から、肉用子

牛生産者補給金及び肉用牛肥育経営安定交付

金、いわゆる牛マルキンが交付されました

が、肉用子牛補給金は、全額国の財源から交

付され、生産者積立金からの交付がなかった

こと、また、牛マルキンは、積立額に対し交

付額が少なかったことなどから、正味財産増

減額は１億3,500万円余の増となりました。 

 ３、事業実績等についてでございます。 

 (1)から(3)までが公益目的事業になりま

す。 

 (4)が収益事業になっております。 

 まず、(1)につきましては、畜産経営体の

育成、経営支援を行うもので、農畜産業振興

機構等の事業を活用し、畜産農家に対する経

営改善指導、補助事業などを行っておりま

す。 

 (2)は、家畜衛生対策の推進でございま

す。 

 家畜の疾病予防や家畜伝染病発生時の対策
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などのため、ワクチン接種や家畜防疫互助基

金制度など、衛生対策を推進しております。 

 (3)は、畜産物の価格安定対策の推進でご

ざいます。 

 子牛補給金制度や牛マルキン制度におい

て、生産者積立金の管理及び補塡金の交付業

務等を実施しております。 

 (4)は、家畜の改良、登録の推進でござい

ます。 

 家畜の登記、登録や肉用牛の産肉能力の統

計的な分析等を実施しております。 

 以上が熊本県畜産協会の経営の概要でござ

います。 

 畜産課は以上です。 

 

○林田担い手支援課長 担い手支援課でござ

います。 

 32ページをお願いいたします。 

 報告第22号、公益財団法人熊本県農業公社

の経営状況を説明する書類の提出についてで

ございます。 

 概要は、次の33ページをお願いいたしま

す。 

 この法人の設立目的は、１、基本情報の

(1)のとおり、活力ある農業の振興、潤いの

ある県民生活の向上に寄与することであり、

農業公社では、農地の規模拡大などによる農

業経営の安定、農地及び農業用施設の有効利

用の推進、就農、就業の支援及び青年農業者

等の育成支援、熊本県農業公園の管理運営を

実施しております。 

 次に、２の決算の概要についてでございま

す。 

 (1)に令和６年度の正味財産増減計算書を

掲載しておりますが、決算のポイントとなる

当期の正味財産の増減について御説明いたし

ます。 

 次ページの(2)当期正味財産増減の主な理

由を御覧ください。 

 法人全体の今期の正味財産増減額は52万円

の減となりましたが、公益目的事業会計にお

ける減少によるものです。 

 その主な要因は、人件費等の経費の増加で

ありますが、公益目的事業を実施する上で支

障のない範囲でございます。 

 次に、３の事業実績等について御説明いた

します。 

 まず、事業の中心となります(1)農地中間

管理等事業による農地の貸借については、貸

付実績で1,580ヘクタールとなりました。 

 (2)の農地の売買事業につきましては、売

渡し実績で152ヘクタールとなりました。 

 (3)の新規就農支援事業につきましては、

新規就農支援センターの活動を通じて、683

件の相談に対応いたしました。 

 最後に、(4)農業公園管理運営等事業につ

いてですが、自主イベント及び誘致イベント

を開催したところですが、令和６年度は、週

末に雨が多かったことなど天候不順の影響か

ら、入園者数は、前年度比約10％減の約40万

4,000人となりました。 

 以上が公益財団法人熊本県農業公社の経営

状況についての概要でございます。 

 担い手支援課は以上でございます。 

 

○野間森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 35ページをお願いします。 

 報告第23号、公益社団法人熊本県林業公社

の経営状況を説明する書類の提出についてで

す。 

 概要は、次の36ページをお願いします。 

 この法人の設立目的は、１、基本情報の

(1)のとおり、造林、育林等の事業を行うこ

とにより、森林の持つ公益的機能の維持増進

を図り、林業の活性化と山村地域の振興並び

に住民の生活環境の向上に寄与することを目

的としております。 

 ２の令和６年度の決算概要についてです。 

 (1)に今決算期の正味財産増減計算書を掲
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載しておりますが、決算のポイントとなる当

期の正味財産の増減について御説明いたしま

す。 

 次のページの(2)を御覧ください。 

 法人全体の今期の正味財産増減額は、１億

5,133万5,000円の増で、主に公益目的事業会

計における増加によるものです。 

 その主たる要因は、林業公社等会計基準に

基づき、森林整備に要した経費を資産として

計上したことによるものです。 

 ３の事業実績等についてです。 

 主要事業の実績につきましては、(1)の表

のとおりであり、これまで造成してきた資源

が充実しつつあることを踏まえて、利用間伐

の推進に努めたほか、(3)のとおり、新たな

収入源として取り組んでいるＪ－クレジット

制度について、令和６年１月にクレジットを

約2,600ＣＯ２トン取得し、そのうち1,905Ｃ

Ｏ２トンを６年度に民間企業に販売いたしま

した。 

 森林整備課は以上です。 

 

○藤田林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 資料の39ページをお願いします。 

 報告第24号、公益財団法人熊本県林業従事

者育成基金の経営状況を説明する書類の提出

についてです。 

 概要は、40ページをお願いいたします。 

 この法人の設立目的は、１、基本情報、

(1)のとおり、林業事業体に雇用される林業

従事者の就業環境を整備し、その安定確保を

図るとともに、若年従事者の育成、確保を促

進することを目的としております。 

 ２、令和６年度の決算の概要についてで

す。 

 (1)に今期決算の正味財産増減計算書を掲

載しておりますが、決算のポイントとなる当

期の正味財産の増減について御説明いたしま

す。 

 41ページの(2)を御覧ください。 

 法人全体の今期の正味財産増減額は、マイ

ナス１億5,975万4,000円で、主に指定正味財

産の評価損によるものです。 

 主たる要因は、保有する債券の評価額が減

少したものです。債券の評価額としての減少

幅は大きいものですが、公益目的事業を実施

する上で支障のない範囲のものです。 

 続いて、３、事業実績等についてです。 

 (1)の林業労働力確保等に関する事業で

は、退職金共済や社会保険掛金の事業主負担

の助成、新規参入者を雇用した事業体への助

成を行っており、基金運用益を財源とした事

業です。 

 (2)以降の事業では、国や県からの補助及

び委託事業により、林業に興味がある方への

林業体験学習会や林業就業希望者への長期研

修、林業就業に関する広報活動のほか、林業

事業体への就職あっせんなどの事業を行って

おり、くまもと林業大学校の運営の一部も行

っております。 

 林業振興課は以上です。 

 

○山下水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 42ページをお願いします。 

 報告第25号、公益財団法人くまもと里海づ

くり協会の経営状況を説明する書類の提出に

ついてです。 

 概要は、43ページをお願いします。 

 この法人の設立目的は、１、基本情報の

(1)のとおり、水産動植物の種苗の生産及び

放流並びに水産動植物の育成を計画的かつ効

率的に実施し、県民への水産物の安定供給と

海洋環境の保全に寄与することを目的として

おります。 

 ２、決算の概要についてです。 

 (1)に今期決算の正味財産増減計算書を掲

載しておりますが、決算のポイントとなる当

期の正味財産増減について御説明いたしま
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す。 

 44ページの(2)を御覧ください。 

 法人全体の今期の正味財産増減額は、355

万円の減少ですが、特定資産で保有している

有価証券の評価損が324万9,000円発生したこ

とに加え、棚卸資産である稚魚について、令

和５年度と比較して減となっているためで

す。 

 ３、事業実績等についてです。 

 (1)の公益目的事業である里海づくり事業

ですが、マダイ、ヒラメ、クルマエビなどの

９種類の種苗生産、配付を行うとともに、栽

培漁業地域展開協議会の事務局として、マダ

イ97万2,000尾、ヒラメ58万7,000尾を放流す

るなど、共同放流を推進しています。 

 また、クマモト・オイスターなどの種苗生

産技術開発試験やタイラギなどの中間育成技

術開発試験を実施しております。 

さらに、八代漁協が行う種苗生産、各漁協

が取り組む種苗の中間育成や放流に対し、指

導助言を行うとともに、小学生の研修の受入

れや啓発活動に取り組んでいます。 

 (2)の収益事業であるその他事業につきま

しては、養殖業の発展を目的に、クルマエビ

の養殖用種苗367万尾を生産し、配付してお

ります。 

 水産振興課は以上です。 

 

○福永農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 45ページをお願いします。 

 報告第33号、い業振興に関する施策の報告

についてです。 

 概要につきまして、次の46ページで御説明

をいたします。 

 まず、１、い業振興に関する必要な施策の

報告につきましては、熊本県いぐさ・畳表の

振興に関する条例第４条第７項の規定によ

り、本年度からイ業振興に関する必要な施策

を報告するものです。 

 次に、２、報告の内容ですが、イ業振興の

施策として、４つの事業に取り組んでおりま

す。 

 (1)のいぐさ産地総合支援事業は、イ業関

係機関が行う各種活動を支援し、生産、流

通、消費拡大対策を総合的に進めるもので

す。 

 (2)のいぐさ・畳表生産体制強化支援対策

事業は、イグサ専用機械の導入や機能強化を

支援するもので、イグサ畳表の生産体制を強

化していくものです。 

 (3)のくまもと畳表価格安定対策事業は、

畳表価格が下がった際に、国の事業と連動

し、補塡率が平準化するよう県で上乗せ助成

するもので、これにより生産者の経営安定を

図ります。 

 (4)の県産いぐさ畳表流通緊急推進事業

は、県内新築住宅等の施主に対して、県産イ

グサ畳表を提供することで、その後の畳表替

えや畳新調などの長期的な需要創出を目指す

ものでございます。 

 農産園芸課は以上です。 

 

○河津修司委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○前川收委員 ８月の豪雨災害関連で、今回

も予算が出ておりますが、８月に行われまし

た専決処分、それから今議会の冒頭提案分、

そして追加提案ということで、３段階で農林

水産部の災害対応に当たる予算の御提案があ

っておりますので、それに絡んでちょっと質

問させてもらいたいと思います。 
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 まず一番最初は、これは予算関係追号です

ね。 

 薄いほうの９ページでありますけれども、

この中に排水機場についての予算が出てきて

おります。 

 これは、県営農地等災害復旧事業費、３段

目ですね。排水機場、県営の災害復旧に要す

る経費と、上天草ほか９地区ということにな

っておりますけれども、今回の災害の非常に

特徴的な部分は、内水面で起きたというこ

と、内水面というか、内水害ということです

かね。 

 一般的には、例えば、川が決壊して、その

川の水で災害が起きるということが多いわけ

でありますが、全部が全部じゃありませんけ

れども、ほとんどが、その川の堤防決壊によ

る被害じゃなくて、静かに水が上がってく

る、つまり、排水機場がそもそもあるけれど

も、その排水機場の機能が発揮できなかった

のか、機能が劣っていたのか、そこはよくこ

れから調べてもらいたいと思いますけれど

も、そういった部分において、内水面で降っ

た雨が外に出せなくて、結果として静かに被

災してしまったというのが現状だというふう

に思ってます。 

 ここに１つ書いてありますけれども、排水

機場は、県営のものと県営以外のものと、そ

れぞれにあるのかなというふうに思ってます

が、その中身について少し教えてください。

これが第１問です。 

 それから、こういう災害が起きたわけであ

りますから、当時は、大潮、満潮という非常

に厳しい状況にも重なったというお話も聞い

てますが、大潮は必ず来るわけで、満潮もも

ちろん当たり前ですけれども、来るわけであ

りまして、こういう災害が起きた場合、たま

たま運が悪いことに大潮、満潮が重なったか

らということではなくて、それはそういう状

況があっても、被災させない、災害を起こさ

ないということがとても大事だというふうに

思ってまして、そのためには何が必要か。 

 いわゆる現況復旧だけで本当にカバーでき

るのか、もしくは、排水機場の能力等々につ

いてしっかり考えていかないとできないの

か、もしくは、排水機場以外の方法が何かあ

るのかよく分かりませんけれども、その辺の

ところをしっかりやっぱり研究してもらわな

きゃいけないと思ってます。 

 当然、これは排水機場だけの、農林水産部

だけの話じゃないんですけれども、今県下全

域を見ていると、いわゆる予算的にしっかり

そういったものが造られているところ、造ら

れているのは、ほぼ農林水産部ですね。国交

省マターでやっているところは、市町村が担

当に、国交省、市町村ということになるから

かもしれませんが、県営というのはほとんど

聞いたことがない。市町村営になって、非常

にハードルも高くて、なかなか、私も、排水

機場を造ってほしいということを経験したん

ですけれども、なかなか造ることができなか

ったという経験もしておりますけれども、今

ある排水機場をしっかり更新していただいて

いるのは、日常的な今の予算でやっていただ

いてますけれども、これにプラスやっぱり災

害対応ということがもう明らかになったわけ

ですから、これに対して、この後何が必要な

のかということについてはきちっと検証し

て、また明らかにしていただき、その対策も

していかなければならないというふうに思っ

ておりますけれども、その件についてのお考

えを聞かせてください。 

 それから、同じ追号議案の７ページですけ

れども、農業用機械や施設等の復旧に対する

助成ということで、今回、補正の追号という

形で、また予算追加していただいておりま

す。 

 通常分が、国が３割、それから、今回県が

２割、そして、市町村に２割お願いするとい

う形で、補助額は７割と、全部完結すればそ

ういうことになるんだろうと思いますが、イ
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グサに関しては、先ほどお話があった条例も

つくってありますから、きちっとイグサにつ

いては手厚く守らないと、日本のイグサ生産

がなくなってしまうというお話でありますか

ら、その点については、しっかり３割、３

割、３割ということで、９割補助という形に

なるというお話は伺っておりますし、先ほど

の説明でもいただきました。 

 心配なのは、イグサの機械の生産をやって

いるところがもうほぼなくて、お金の問題じ

ゃなくて、そもそも修理ができるのか、もし

くは、もう駄目なときは新しく買い換えるこ

とができるのかどうかについては、それぞれ

お調べいただいているというふうに思います

が、その見込みについて教えてください。 

 それともう一つは、これは被災者の皆さん

からよく聞く話なんですけれども、電気系統

を含めた機械関係というのは、一旦水が上が

って冠水してしまって、もうそのまま動かな

くなる機械もあるし、水が引いて乾いた後

は、一旦動くと、一旦動いているけれども、

何か月かすれば、そのことが原因でやっぱり

動かなくなってしまうということもあるとい

う話を聞いております。 

 その際、やっぱりきっちり査定してあげな

いと、長く期間を置いて見てくれないと、今

は大丈夫だったということで、後でそういっ

た止まったときに、それが災害対象になるの

かというようなことも非常に難しい判断が必

要だと思いますが、やっぱり機械の特性とい

うものがあると思いますので、その辺もしっ

かり加味してやってもらえればと思っており

ますが、いかがでしょうか。 

 以上です。 

 

○大森農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 まず、この８月の大雨に係る農業用の排水

機場の被災状況についてお答えいたします。 

 県営の排水機場、現在168か所ございま

す。その全てが主に市町村により管理をして

いただいているものでございまして、今回の

大雨によりまして、152機場においては計画

どおり運転をしておりますが、16機場につい

ては、浸水などの影響によりまして計画どお

りの運転ができなかったという状況でござい

ました。 

 現在、そのうち、さらに落雷も含めまして

故障があって運転できなかったというのが15

機場ございますけれども、現時点では、それ

ぞれ復旧をいたしまして、９機場が動かない

状況ということでございます。これらの９機

場につきましては、技術的に難易度も高いと

いうこともございますので、県営事業で復旧

するということで考えているものということ

でございます。 

 それから、今後の復旧の方法でございま

す。 

 能力を超えてということでございますけれ

ども、委員おっしゃるとおりでございまし

て、雨の降り方、それから農地の利用の状

況、土地の利用の状況というのは変わってき

ております。 

 農業用の排水機場というところで、全てを

カバーするというのはなかなか難しいところ

もございますけれども、今後の復旧に当たり

ましては、まず、県庁内に農業用の排水機場

の復旧強靱化チームというのを設置いたしま

した。県のほうできちんと考え方を整理し

て、これから対応に当たるということでござ

います。また、老朽化している施設もたくさ

んございますので、老朽化と併せて、防水扉

などの耐水対策ということも併せて取り組ん

でいきたいというふうに思っております。 

 また、あわせまして、ハードだけの対策で

は、おっしゃるとおり難しい面がございます

ので、自動運転ですとか遠隔監視、それから

ＢＣＰの作成というものも含めて、ハード、

ソフト両面から、この農業用の排水機場につ

いて対応していきたいというふうに思ってお
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ります。 

 それから、３点目でございます。 

 災害対応ということで考えますと、農業用

の排水機場だけでは全てをカバーできるとは

我々も考えておりません。ということでござ

いまして、今回、河川管理者、土木部でござ

いますけれども、それから、下水道も含めま

して、３者関係者が集まりまして、今回の検

証と今後の対応を検討するということで、検

討会というものを県庁内に設置しておりま

す。 

 この中で、浸水被害の要因というのを分

析、検証しながら、今後の有効な方策の検討

を含めまして、関係者内が持ち寄って検討す

る場を設けて、これから検討していきたいと

いうことになっております。 

 今後の方向性につきましては以上でござい

ます。 

 

○福永農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 イグサの機械関係についてお答えしたいと

思います。 

 今回の大雨の浸水の被害ということで、

1,000台を超えるようなイグサの機械が被害

に遭っております。御指摘がありましたとお

り、移植機だとかハーベスタ収穫機、長さ選

別機など、製造がされていない機械も多うご

ざいます。ただ、おおむね修繕はできるとい

うふうに聞いております。 

 それから、今回の浸水被害では、基本的に

は修繕対応が基本になるかなというふうに考

えておりまして、しっかり修繕のほうで対応

していきたいというふうに思っております。 

 ただ、一部の機械では、やっぱりちょっと

部品取りが難しいというふうなことも聞いて

おりますので、そういったところも個別の方

々の意見を聞きながら丁寧に対応していきた

いというふうに思っております。 

 それから、機械の再生産については、これ

までも、地元等と連携をしながらメーカーに

働きかけを行ってまいりました。今後も、地

元、それから国も加えて、一緒に連携しなが

ら、再生産の働きかけをしていきたいという

ふうに思っております。 

 農産園芸課は以上でございます。 

 

○林田担い手支援課長 担い手支援課でござ

います。 

 ただいま委員の方からおっしゃられました

昨今の機械につきましては、電気系統とかで

水につかって、当初は動いていたんだけれど

も、その後に動かなくなったりとか、そうい

うようなことが見られる、そういうときもあ

りますし、あと、加えて、田植機とかイグサ

のハーベスタとかにつきましては、水が引い

て、乾いて、スイッチを入れて、今エンジン

は動くんだけれども、実際にイグサが刈れる

のかとか、田植機がうまく動くのかとかとい

うのは、その時期にならないと分からないと

いうような現地の声あたりも聞こえてきてお

ります。 

 ですので、その辺につきましては、国と協

議しまして、もう今の時点から繰越しを見越

して、国のほうと今対応できるように協議を

しているところでございます。 

 今回の被害につきましては、そういったい

ろんな事例が出てくると思いますけれども、

国と協議しながら、知恵を出しながら、丁寧

に対応していきたいというふうに考えている

ところでございます。 

 担い手支援課は以上でございます。 

 

○前川收委員 それぞれ御答弁いただきまし

てありがとうございました。 

 まず、排水機場についてでありますけれど

も、私たちは、排水機場を更新しなきゃいけ

ない、老朽化しているから更新しなきゃいけ

ないということで、本当にたくさん頑張りな

がら機場の更新を今までやってきましたけれ
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ども、今回の災害が起きたことによって、更

新していくのは当然でありますけれども、強

化していかなきゃいけないのかなということ

を私は感じております。 

 強化していかなければいけないのであれ

ば、予算的には、排水機場の更新だけだって

非常に多額のお金が要りますし、さっきお話

があった168か所ものこの排水機場を更新す

るには、何十年という、今の予算規模でいけ

ば何十年もかかってしまうという状況から考

えれば、やっぱりトータルでやっていっても

らわなければいけないと思ってます。 

 例えば、排水機場だけじゃなくて、樋門も

もちろんセットですけれども、樋門がよく管

理されてなくて、砂がたまって、結局、大事

なときに樋門が上がらなかったという実例

も、今回の災害の話の中では聞いておりま

す。細かくは言いません。 

 しかし、そういう日常的なやっぱりちゃん

とした管理というものもやっていかなければ

ならない中に、市町村に管理委託をすると、

造るのは県が造った後に市町村がやると、管

理していくというのは非常に難しいんじゃな

いか、土地改良区はもっと難しいんじゃない

かなということを常に感じておりながらずっ

と見てきておりました。 

 そこででありますけれども、例えば、令和

２年のあの豪雨災害が起きたときに、想定を

はるかに超えてしまえばまた別として、あの

規模の豪雨災害であればきちっとクリアでき

るように緑の流域治水というプランを考え

て、今まさに実行をしているわけですね。 

 その中には、川辺川の穴空きダムも含め

て、緑の流域治水というものが考えられてい

るわけでありますが、今回の災害において

も、やっぱり新しいプランをつくらないと、

結局、今のやつを修繕します、今のままで排

水機場を強化しますということだけでは、多

分私は、同等の雨が降ったときには、また同

じことが起きてしまうんじゃないかなという

ふうに思います。 

 同等以上の２倍も３倍もまた降ってしまえ

ば、それは対策をやってもまた災害は起こる

けれども、一旦体験してしまった、あってし

まったことについて、もうそこまでは起こさ

ないという対応が必要だというふうに思って

ますけれども、私は、非常にいい例として、

令和２年の豪雨災害の後の緑の流域治水とい

うもの、これは、全体トータルの計画として

つくっていただいたわけでありますが、今は

まだ各部署横断で話をされているということ

でありますけれども、できれば、名前はどう

でもいいんですけれども、そういう緑の流域

治水と同等のやっぱり災害対策というものを

練っていただきたいというふうに思ってます

が、部長いかがでしょうか。 

 

○中島農林水産部長 今委員のほうから御指

摘がありましたこの排水機場を含め、治水に

関連しましては、先ほど大森課長のほうから

も話しましたとおり、今現在、土木部、農林

水産部、それと関係部局一体となって、今後

の対応について検討を進めているところでご

ざいます。 

 そういった中で、委員のほうからも御提案

がありましたこの流域治水、緑の流域治水で

すね。こういった、特に令和２年７月豪雨の

ときには、遊水池、そういったものも含めた

大きな方向を示されました。 

 今回につきましては、内水氾濫とか、また

違った形での対応が必要となってくるかと思

いますので、その辺り今後のそういった部局

横断でしっかり検討を進めて、そういった、

もし大きな方向が必要であれば、しっかりそ

こも含めて検討を進めていきたいと思ってお

ります。 

 

○前川收委員 できれば、該当市町村も含め

て、それから国等々にも御協力をいただきな

がら、きちっとした計画をつくって、二度と
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こういう災害が起きないように頑張ってもら

えればと思います。 

 それから、機械補助については、今しっか

りやっていただいているということでありま

すので、実際、おっしゃったように、動かし

てみなけりゃ分からないというところがあろ

うと思いますので、しっかり伴走型で頑張っ

ていただきますようにお願いします。 

 私からは以上です。 

 

○城下広作委員 ちょっと関連します。 

 排水機場問題でちょっと確認ですが、８月

10日以前に、排水機場が壊れている、故障し

ているというのは、掌握をしていたところが

あったんですか、ないんですか。 

 

○大森農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 ８月10日以前は、排水機場が全て壊れてい

るということはなかったというふうに把握し

ています。 

 

○城下広作委員 ８月10日、雨がいろいろ降

って、排水機場が落雷もしくは漏電によって

止まったと。そうすると、排水機場は、当然

機能しないというふうになるんですけれど

も、そのことを、関係するその地域の方に

は、排水機場が漏電だったり落雷になったか

ら止まると、そうすると洪水のおそれがある

からというような周知というのはするんです

か、したんですか。 

 

○大森農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 これは、施設管理している市町村のほうで

の取決めにもよりますけれども、基本的に、

排水機場が動くときには、パトランプが光っ

て動いているというのが分かるということで

ございます。あとは、ハザードマップなどに

よりまして、排水機場だけではなくて、その

浸水被害が起こるときには、周知活動などが

されているというふうに思っておりますが、

この排水機場が動いている、止まっていると

いうことのみをアナウンスするということは

していないというふうに思ってます。 

 

○城下広作委員 そこがちょっと問題になる

んじゃないかなと思って。いわゆる通常、排

水機場があるから、みんな安心だと思ってい

るけれども、たまたま不測の事態で動かない

状態になりましたというと、それを知らない

と、逆に言えば、また通常ちゃんと機能する

から大丈夫だろうと思って、避難とか、車な

んかも移動しないわけですよ。 

 だけど、排水機場が、何らかの段階で、時

間的な問題もありますけれども、もう壊れた

ら、今度は今までよりももっと大きな浸水被

害になるよという可能性があるということを

知らせるということは、非常に大事なことじ

ゃないかと思うんだけれども、多分そのシス

テムがないんですよ、排水機場に関しては。 

 それは、大雨が降ったときには、青パトと

か洪水とか危ないと言うけれども、ハザード

マップも事前にあるけれども、それは、排水

機場が機能しているときと機能していないと

きは、また条件が違うもん。そのことに対す

る違いのときの対処の仕方というのは、今後

考えなきゃいけないんじゃないかなと思うけ

れども、どうでしょうか。 

 

○大森農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 委員のおっしゃるとおりでございます。 

 今回の大雨を受けまして、１つ課題であり

ましたのは、リアルタイムに稼働状況という

のが我々としても把握できてないというの

は、すごく課題だというふうに思ってます。 

 今後の対応について、そのハード、ソフ

ト、ハード面はもちろんですけれども、ソフ

ト面をいかに充実させて、今回のような被害
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が起こったときに、家屋、人命の被害を最小

限にするということも併せて考えていかない

といけないというふうに思っています。 

 ですので、先ほど前川委員のときにも申し

上げましたように、ＢＣＰですとか、そうい

うその事前の備えというのを、今後より充実

するように進めていきたいというふうに思っ

ております。 

 

○城下広作委員 なぜそれを言うかという

と、私も、現場で何か所か行って、今までこ

こまで水が来たことがないと。それは、排水

機場がちゃんと動いていたときだと思うし、

あんまり大潮ともかぶらぬときだったとも思

います。 

 ところが、ここまで来るとは思わなかった

ということは、結果的には後で分かるけれど

も、そこは排水機場が動いてなくて、結果的

にそれがいつもよりもとんでもないような形

のものになったと。もしそういう状況であそ

こが壊れたとなったら、普通の状況とは違う

かもしれないなということで、いわゆる逃げ

るというか、予防するという発想が出てくる

だろうと思うんですね。 

 だから、今後は、そのハードのことも、ソ

フトのことも、しっかり伝達というやり方、

方法、伝え方、これは検討したほうがいいと

思いますけれども、どうですかね。 

 

○大森農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 委員御指摘のとおりでございます。動くと

き、動かなかったとき、どうするかというこ

とは、市町村の農林部局だけではなくて、危

機管理部局も含めて一緒になって検討してい

くべき問題だというふうに考えております。 

 

○城下広作委員 よろしくお願いします。 

 

○河津修司委員長 ほかにはございません

か。 

 

○山口裕委員 追号資料の９ページを参照を

させていただいて発言をさせていただきま

す。 

 先ほどから話題になっております排水機場

の話なんですが、発災直後から、県におかれ

ては、農林水産部におかれては、上天草市に

も出向いていただいて御対応いただき、そし

てまた、壊れている排水機の修復に力を貸し

ていただいておることに、まずもって感謝を

申し上げたいと思います。 

 その後、様々な策を講じて、仮の排水ポン

プであったり、そういった設置も御協力いた

だいたということで、まずは、皆さんの頑張

りに感謝を申し上げなければいけないなとい

うふうに思っております。 

 その上で、今から進めていかれる復旧なん

ですけれども、この状況を見ておって、先ほ

ど前川委員からも発言があったように、今回

受けた被災の状況、浸水、冠水をどう防ぐの

かというのが一番の課題かなと思っておりま

して、皆さんの力を借りることは当然なんで

すが、今の排水機場の現状を見て、例えば早

期に復旧に取り組める環境だったかという

と、例えばえらい遠方の業者のお力を借りぬ

と達成できないとか、そしてまた、構造上

も、例えば配電盤の問題があって、本体の話

があったりするわけですけれども、配電盤を

変えてみないと分からない、そしてまた、本

体も、その後動かしてみないと分からない、

そんな感じであって、２段、３段と、その復

旧には手間がかかるということがちょっと分

かったかなと思っております。 

 すごく自分的な考えなんですが、もうちょ

っと同じ排水機のメーカーにあっては、共用

できる部分が多々あってもいいんじゃないか

というふうにも感じたりするところです。構

造上何か違うとか、そういったことは様々あ

りながらも、今後、例えば更新に当たって
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は、そういった対応が早期にできる設計であ

ったり、その後の発注の状況であったり、こ

の辺りにも配慮していただきたいと思ってい

るんですが、いかがでしょうか。 

 

○大森農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 委員おっしゃられましたとおり、復旧に当

たりまして、なかなか、この排水機場という

のが、オーダーメードで造られた施設と、あ

と規模も大きいということもございまして、

なかなか市販品というのを引用して対応する

というのが難しい状況でございました。 

 １つは、大手メーカー、国内メーカーござ

いますけれども、日頃から、先ほど申し上げ

ましたようなＢＣＰのようなところで、うま

くそのソフト、初動対応というのを早くでき

るような協定なり仕組みなりというのを考え

備えておくということが必要だというふうに

思っております。 

 また、ハードの面につきましては、現在、

国交省のほうで、マスプロダクトというよう

な取組ですけれども、おっしゃられましたよ

うに、排水機場のエンジンの部分を車のエン

ジンを引用して整備をするというような、そ

ういう試行的な取組もなされております。そ

うすれば、今回のような電気機械というのを

外から持ってくるのに時間がかかるというこ

とが、ある程度防げる可能性もあります。 

 で、これを直ちに適用できるかというのは

検討の余地はございますけれども、そういっ

た国の動きなんかも含めて、よくよく対応に

ついては検討していきたいというふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

 

○山口裕委員 その後、流域治水の話があっ

たので、幹部の方の見解を聞きたいんです

が、もう本当に地元の方がその地域で安心し

て暮らしていただける環境は、まずは、冠

水、そして浸水をなくすことだなと思ってお

ります。 

 うちは、二級河川が今回浸水被害が広がっ

た地域では２本あるんですが、その両方の河

川ともそんなに延長が長くない河川であっ

て、様々な策を講じようとしてもなかなか、

今の流域治水の観点を導入しようとしても、

なかなかそれがうまくいくとも考えられな

い。 

 そういった中で、やはり安心、安全をもた

らすためには、先ほどあったように、私も、

新たな視点で完結できる、河川整備と同時に

完結できる、そんなアイデアを出してほしい

なと、計画を出してほしいなと思うんです

が、なかなかそれが明らかになるまで時間も

かかりそうですし、復旧をやっていただく、

これを一義的に考えながらも、次の方策を自

治体と一緒になってどうやって進めていく

か、急いで考えていただきたいなと思うんで

すが、そのお考えをちょっとでもお聞かせい

ただければと思いますが。 

 

○大森農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 委員おっしゃられるように、今後、次のス

テップの復旧、復興に向けて、どういうふう

にしていくか、住民の方が安心して暮らせる

ようなまちづくりというのをどうしていくか

というのは、本当に非常に重要な課題だとい

うふうに思っております。 

 今の段階で、こういうものを組み合わせれ

ばうまくいくというのが、なかなかこう言え

ない状況ではございますけれども、１つに

は、やっぱり治水の関係でもございますの

で、河川管理者である土木部といろんな話を

しながら、少しでもその流出を遅らせられる

ような方法ですとか、そういったことを検討

していきたいと思います。 

 なかなか、大きな平地ですと、緑の流域治

水のときのように田んぼダムというような新
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しい切り口というのができるんですけれど

も、どうしても上天草の松島付近では、その

効果というのも限定的だというふうには思っ

ております。何かこう既存の取組、それから

新しい発想で、うまく地域の方が安心できる

ようなものというのは模索していきたいとい

うふうには思いますが、すみません、今の段

階ではなかなか申し上げにくい部分でござい

ます。 

 

○山口裕委員 最大限力を尽くしていただけ

ればありがたいです。よろしくお願いしま

す。 

 

○河津修司委員長 ほかにございませんか。

――ほかには質問ございませんか。 

 

○山口裕委員 あと１点よろしいですか。 

 緊急の治山事業について、11ページなんで

すけれども、私の地域もかなりお世話になる

ので、どうぞよろしくお願いしますが、まず

一言目なんですが、今回出されている分が、

大体その被害のあった箇所の１割程度って先

ほど説明があったと思うんですけれども、そ

の後、緊急性がないので事業をしなくていい

のか、もうちょっと何かやらなければいけな

い箇所があるんじゃないかと思うんですが、

いかがでしょうか。 

 

○山下森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 委員おっしゃったとおり、緊急治山は採択

要件がございますので、人家10戸以上、ある

いは国県道、市町村道等に直接的に被害が生

じたもの等でございます。残りの箇所につい

ては、来年度から治山の激特事業に取り組み

たいと思って、今情報収集をして、国と協議

を進めようとしているところでございます。

また、いろんな事業のメニューがございます

ので、激特に限らず、復旧治山あるいは緊急

総合事業、いろんなメニューを組み合わせな

がらやっていこうと思っています。 

 また、小規模なものについては、市町村が

主体となった事業あるいは国庫補助を受けら

れないものについては、県営の単県の治山事

業、そういうものを組み合わせて、全箇所か

どうかは分かりませんけれども、しっかり復

旧に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○山口裕委員 現場を見ておりまして、緊急

性の高いところにはしっかりと今回の対応を

していただけるというふうには思っておりま

すが、崩落した箇所はかなりありまして、自

治体等も含めて、今後発注等にも心配がある

んですけれども、それでも、なるだけ安心感

をもたらすため、まずは緊急対策をやってい

ただいて、その上で、また来年度以降もたく

さんの事業が出てくるなと、ちょっと推察は

するんですが、そういったところにも頑張っ

ていただければ、そしてまた、予算の確保も

重要なんですが、人の確保って大丈夫かなっ

てちょっと思ったりするんですよね。 

 例えば、現場の作業もそうだし、今回の災

害の対応を進める行政にあっても、なかなか

職員の確保も大変なんじゃないかなと勝手に

推察してるんですけれども、その辺りはいか

がでしょうか。 

 

○山下森林保全課長 まず、事業者の方でご

ざいますけれども、今回の災害は、山腹の崩

壊、あるいは渓流の荒廃ということですの

で、大きく分けると、工事の発注種別でいく

と、のり面処理工事と土木一式工事というふ

うに分かれると思います。 

 全県的に見ると、今は、のり面処理工事

は、不調、不落は少ない。地域によっては、

土木一式の──ランクを言っていいか、Ａ１

なんかでの不調も生じているということであ

りますけれども、天草については、今のとこ
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ろ、不調、不落はないと、ほとんどないとい

うことで承っております。 

 山腹工事については、全県一区でのり面処

理でやりますので、不調、不落がないように

協会と連携をして、協議をしながら進めてい

きたいと考えております。 

 また、行政の職員の手当てでございますけ

れども、今回の災害が著しかった八代、それ

と宇城、上益城、それと天草については、今

後、職員をせり出して、当面２名を追加して

緊急治山の対応に当たるというふうに考えて

おりますし、その他、他県への応援等も含め

て今検討しているところでございまして、執

行に不足が生じないようにきちっと対応して

いきたいと考えております。 

 以上です。 

 

○大森農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 すみません。お答えの訂正をさせていただ

きたく思います。 

 冒頭、前川委員への御答弁のときに、168

の排水機場のうち動いてない機場が９機場と

いうふうに申しました。その９機場を全て県

営で復旧するような御説明をしてしまいまし

たが、１か所は市が対応するということで、

県では８か所対応するということでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 この１か所は、やっぱり政令

市の関係で直轄になるんですか。それとも、

どういう契約なんですか。 

 

○大森農地整備課長 団体営の災害として、

具体的には玉名市さんが対応されるというも

のでございます。被害の程度によりまして、

市が対応すると……。 

 

○前川收委員 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

 

○河津修司委員長 ほかには質問ございませ

んか。 

 

○幸村香代子委員 説明ありがとうございま

した。 

 予算関係及び条例等関係の12ページのトマ

ト苗の確保に関する助成というところでお尋

ねをしたいんですが、御存じのとおり、八代

は非常にトマト生産地でもあり、今回の豪雨

災害で非常に大きな被害を受けました。ちょ

うどその時期が苗の植付け時期とも重なって

おりまして、もちろん苗を準備されていたと

ころもあるし、注文をしてたけれども、畝が

やっぱり被害に遭って、乾燥が間に合わなく

て苗自体を廃棄しなければならなかったとい

うことで、その後の苗の確保に対しては、非

常に心配をされていたんですが、現在の状況

の中で、このトマトの苗の確保ということが

順調にいったのかということと、現在の生産

状況についてお尋ねをしたいというふうに思

います。 

 

○福永農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 今御指摘がありましたとおり、トマトにつ

いては、定植直前の苗が浸水被害を受けまし

て、使用できなくなった苗というのが約195

万本ほど出てきております。これについて

は、約100ヘクタールの栽培面積に相当する

ものでございます。 

 そういう中で、産地のほうでは、まず、殺

菌剤の散布など苗の生育回復に努める、それ

から、従来の１本仕立てという仕立て方があ

るんですけれども、それから２本仕立てに変

更するということで、これで必要苗数を半分

に減らすことができます。 

 それから、農家自ら不足する苗を種苗メー

カーに発注をされたり、あるいは、県の野菜



第４回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（令和７年10月２日) 

 - 22 - 

振興協会のほうでも代替苗というのを確保し

ましたので、そういったものを利用というこ

とで、これらの取組をされて、一部、約１割

ぐらいは定植が遅れたというふうに見込んで

おりますけれども、被災前に計画をされてい

た作付面積とほぼ変わらないぐらいの今定植

ができているんじゃないかなというふうに思

っております。 

 農産園芸課は以上でございます。 

 

○幸村香代子委員 ありがとうございます。 

 ほぼ順調にというか、１割ぐらいは遅れた

けれども、作付面積、ほぼ済んだといったと

ころで、今御説明を受けて安心をいたしまし

た。 

 やはり作付が遅れたということで、この後

のやっぱり収益あたりにどう影響してくるか

ということも心配をされていますので、引き

続き状況の確認はお願いをしたいというふう

に思います。よろしくお願いいたします。 

 

○河津修司委員長 よろしいですか。 

 ほかに質問ございませんか。――なけれ

ば、以上で質疑を終了いたします。 

 それでは、ただいまから本委員会に付託さ

れました議案第１号、第８号、第14号から第

17号まで、第24号及び第58号について、一括

して採決したいと思いますが、御異議ありま

せんでしょうか。 

   (｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○河津修司委員長 異議なしと認め、一括し

て採決いたします。 

 議案第１号外７件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

   (｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○河津修司委員長 異議なしと認めます。よ

って、議案第１号外７件は、原案のとおり可

決または承認することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

   (｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○河津修司委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が３件あっておりま

す。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、質疑を受けたいと思います。 

 それでは、順次報告をお願いいたします。 

 

○紙屋農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 報告資料１の令和７年８月10日からの大雨

による農林水産関係被害及び対応についての

資料をお願いいたします。 

 １ページをお開けいただけますでしょう

か。 

 まず、県内の被害状況でありますけれど

も、農林水産関連の被害額は861億円、これ

は９月25日現在確定という形になっておりま

す。 

これは、部長の御挨拶の中にもありました

とおり、熊本地震、令和２年７月豪雨に次ぐ

過去３番目の大きな被害額となっておりま

す。 

 被害額の内訳としましては、上から順に、

農作物等で16億、これについては、イグサ原

草や畳表の冠水被害、さらにはトマトをはじ

めとした野菜苗の冠水被害等も含まれており

ます。 

 次に、農業施設等では、ハウスの暖房施設

や農機具の浸水被害のほか、鶏舎倒壊等で59

億円の被害が生じております。 

 農地、農業用施設では、農地への土砂流入

や畦畔崩壊、用排水施設の被害等で605億円

の被害額となっております。 
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 林業においても、林道の施設でののり面崩

壊や山腹崩壊等で177億円、水産では、漂流

物防止フェンスの破損等で３億円の被害とな

っております。 

 なお、一番右側の欄には、被害地域を書い

ておりますけれども、見ていただきますと、

県央、宇城、玉名、八代、天草を中心に、県

内全域で被害が生じているのが見て取れるか

と思います。 

 次のページをお願いいたします。 

 こちらは、被害状況の写真でございます。 

 全ての被害地域をお示しすることは難しい

ため、主な被害写真を掲載しているところで

ございます。 

 農業関係では、平たん部では、大豆の冠水

やハウスの浸水によるトマトをはじめとした

苗の冠水被害のほか、浸水によるイグサ原

草、畳表への被害、また、中山間地域では、

ショウガ圃場への土砂流入などを位置図に掲

載しているところでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 こちらは、農地、農業用施設、山地、林

道、水産関係の被害状況でございます。 

 玉名や天草等での排水機場の冠水や山間部

でののり面、山腹崩壊、林道災害や、海のア

サリ、ハマグリの保護地区の柵の被害等を記

載しているところでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 県におきます事業継続、再開に向けた支援

の取組状況でございますが、まず、発災直後

から、支援相談窓口を県内11か所に設置し、

資金や農業技術面での相談対応を行いまし

た。 

 また、農業関係では、トマトをはじめとす

る野菜苗、イグサ、大豆、さらには排水機場

といった４つのプロジェクトチームを設置

し、被災状況の把握や今後の対応を検討する

というところで進めているところでございま

す。 

 市町村との連携では、県としては、災害調

査等に係る技術的助言等の伴走支援を、ま

た、干潟の漂着物、漂流物等の調査を実施し

ております。 

 さらには、国のほうにもいろんな支援をい

ただいておりまして、九州森林管理局では、

ヘリによる被害調査の実施もしていただいて

おります。加えまして、農林水産省・サポー

ト・アドバイスチーム、いわゆるＭＡＦＦ－

ＳＡＴによるプッシュ型の支援もいただいて

おりまして、被災状況の把握や応急ポンプに

係る技術指導等もいただいているところでご

ざいます。 

 次、最後のページをお願いいたします。 

 これから、応急対応、対策、復旧、復興へ

のフェーズに移行してまいります。そのため

に必要となる支援策について、主な国の支援

策を掲載しているところです。 

 説明は、予算の中にも出てまいりましたの

で、細かいことは割愛させていただきますけ

れども、これらの支援策をフル活用しなが

ら、今回の定例会で計上しております対策予

算を合わせて効果的に活用するなど、引き続

き、市町村等と連携をしながら、農林漁業者

の経営継続発展を支援してまいります。 

 農林水産政策課からは以上でございます。 

 

○甲斐流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 報告資料の２、農産物輸送状況調査結果に

ついて御報告させていただきます。 

 １ページをお願いいたします。 

 ４月の委員会の際に、前川委員から御要望

がありましたが、2024年４月以降、トラック

ドライバーの時間外労働の上限規制などが適

用されたことに伴います諸問題、いわゆる物

流の2024年問題に関しまして、本県の農産物

の輸送にどのような影響が出ているか、今

回、荷主と物流事業者の双方を対象といたし

ました調査を実施しました。 

 ２の調査結果ですけれども、まず、(1)物
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流の2024年問題の影響につきましては、荷

主、物流事業者とも約９割が何らかの影響が

あったと回答がございました。 

 主な事柄といたしましては、輸送コストの

上昇、着荷までの日数、時間の増加などが上

げられております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 (2)輸送効率化対策の進捗状況でございま

す。 

 対策が進んだ点といたしましては、荷主側

の意識醸成ということで、荷主と物流事業者

の話し合う機会が増加して、対等な関係で話

ができる環境が整ってきております。 

 また、トラックドライバーの働き方改善に

向けた対応につきましては、出荷先の集約に

よる輸送効率化、また、選果後３日目販売か

ら４日目販売にすることでの適正な輸送時間

の確保などが上げられております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 一方で、改善が必要な点としましては、荷

役作業の省力化と効率化でございます。 

 現在も、農産物に関しましては、手作業に

よるばら積みがほとんどとなっております。

また、出荷先市場では、荷下ろしの際にパレ

ット積みの荷物が優先されまして、ばら積み

の荷物は待ち時間が大変長くなるというよう

な傾向がございまして、荷役作業の時間の削

減の観点のほか、また、ドライバーの確保の

ためにも、パレット化が必要となっておりま

す。 

 ４ページをお願いいたします。 

 (3)運賃交渉等の状況につきましては、対

策が進んだ点としましては、荷主側は、運送

会社からの運賃値上げの協議には、ほぼ応じ

ているというような状況でございます。ま

た、荷役作業分の料金につきましても、運賃

とは別に支払う荷主が増えてきている状況で

ございます。 

 改善が必要な点としましては、人件費や燃

料費等の増加分を十分に反映しました運賃の

値上げ、また、輸送効率化によるコスト削減

が必要となっております。さらには、運賃の

値上げを生産者のみの負担としないような仕

組みも必要と考えております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ３の調査結果分析でございます。 

 今回の調査結果を踏まえますと、全体とし

ましては、荷主と物流事業者双方の努力によ

りまして、県産の農産物を首都圏等まで運べ

なくなるといった、そのような状態にまでは

至っておりません。 

 しかしながら、今後もドライバー不足はさ

らに進むと予想されておりますので、さらな

る輸送効率化等の取組が必要であると考えて

おります。 

 調査結果を踏まえました課題としまして

は、①関係者の意識醸成、②さらなる輸送効

率化に向けた基盤整備、③市場や消費者等も

巻き込んだ持続的な流通の仕組みと、３つ上

げさせていただいております。 

 今後、それぞれの課題に対しまして、右側

に記載しております今後の対応の方向性でご

ざいますけれども、①関係者の意識醸成に向

けた活動、それから、②基盤整備支援、そし

て、③国や関係者への働きかけなど、こうい

った取組を進めまして、本県農産物を持続的

かつ安定的に消費地へ出荷できる流通体制の

構築を図ってまいります。 

 流通アグリビジネス課は以上でございま

す。 

 

○野入農村計画課長 農村計画課でございま

す。 

 報告資料３、営農継続に向けた取組につい

て、農村計画課と畜産課から御報告いたしま

す。 

 １ページをお願いします。 

 左側、Ⅰの農地確保対策のマッチング支援

では、地域計画などの情報を活用し、マッチ

ングの加速化を進めてまいります。また、進
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入路の拡幅など、簡易な整備により、農家同

士の代替農地確保が加速化するよう、現在整

備要望調査を行っており、一部の農地では、

年度内に着手できるよう検討を進めておりま

す。 

 農地整備支援では、旧大津牧場跡地での県

営モデル事業が、８月中旬に国の補助事業と

して採択されました。現在、年度内の工事着

手に向け、詳細設計を進めているところで

す。 

 右側、Ⅱの畜産農家営農継続対策の２つ目

の丸の段落ですが、家畜排せつ物処理では、

スラリー散布時の臭気対策や堆肥の広域流通

に向けた実証事業を新たに開始しました。 

 全体構想策定では、アンケート結果を基

に、畜産営農継続構想を７月に策定し、国へ

緊急要望を実施したところです。 

 ２ページをお願いします。 

 上段、１の図では、マッチングの加速化の

イメージを表しております。 

 今後、ＧＩＳなどを活用して、将来の農地

の状況を見える化する中で、マッチングの深

化を図ってまいります。 

 下段、２の簡易な基盤整備支援では、現

在、関係農家の方々と、今年度及び次年度の

事業実施に向けて、関係市町と連携し調整を

進めているところです。 

 ３ページをお願いします。 

 旧大津牧場跡地での県営モデル事業の状況

です。 

 左側写真の中で、赤で着色しております真

木地区に、今年度８月から着手いたしまし

た。青色で着色しております古城地区につき

ましては、農振農用地編入などの手続を行っ

た上で、次期工事として、来年度から着手す

る計画としております。 

 これらの整備により、右側の表にございま

すけれども、約６ヘクタールの農地が新たに

確保できる見込みでございます。 

 農村計画課は以上です。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 ４ページをお願いします。 

 畜産経営継続に向けた実態意向調査でござ

います。 

 菊池地域の肉用牛、酪農経営全戸を対象に

調査を行った結果、若い世代、後継者がいる

農家で規模拡大の意向があり、地域全体とし

ては、飼養頭数が大きく変動しないことが分

かりました。 

 一方で、特に堆肥、スラリー散布に危機感

を抱いていることから、ソフト面では、臭気

対策や堆肥の広域流通の実証、ハード面で

は、堆肥舎の整備等に対する支援が必要であ

るというふうに考えております。 

 次、５ページには、畜産営農継続構想の概

要を５つのエリアに分け、主な取組等につい

て掲載しております。 

 畜産課は以上でございます。 

 

○河津修司委員長 以上で報告が終わりまし

たので、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 農産物輸送状況調査結果とい

うことについてでありますが、まずは、きち

っと物流事業者や荷主の皆さん方から、こう

いった調査をしていただいたことに感謝を申

し上げたいというふうに思っております。 

 熊本県の取組は、恐らく関東周辺のところ

はあんまり取り組む必要もなかったんでしょ

うけれども、やっぱり遠隔地になると、2024

年問題というのは非常に大きな課題でありま

したから、この後どういうことになるのだろ

うかということを心配しておりましたけれど

も、先ほどのお話では、１日遅れて４日目販

売ということが大前提ではありますけれど

も、物流が滞るようなことにはならなかった

ということでありがたく思ってますし、あの

ときやっていただいたホワイト物流のやり方
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の中に、荷主の皆さん方もしっかり対象とし

た取組をやっていただいたということは、そ

の機運醸成も含めて非常にいい形になってい

るんだなというふうに思っております。 

 ただ、現場は、なかなかそのアンケート調

査とは違って、まだまだ厳しい面がたくさん

あるというお話を伺っておりますので、ぜひ

これから取り組んでいただきたいなと思って

いることは、まずはやっぱりパレット化です

よね。 

 この間も言いましたけれども、大阪の市場

に見に行ったら、熊本からのトラックが手下

ろしで積卸しをしていた現場を私は見てしま

いました。あのとき一緒に行ったのは、多分

私だけかな。執行部は何人かいらっしゃると

思いますけれども、もう何とかしてください

という話があって、ほとんどやっぱりパレッ

ト化されている中にあって、熊本からのトラ

ックは手積み、手下ろしでなさってて、ドラ

イバーの方がもう非常に苦労して下ろしてら

っしゃる姿を見ましたし、ここに書いてある

とおり、後回しですね、やっぱり。パレット

の人は早いんですよ、ぱっぱ下ろせますか

ら。一番最後に残ってやってらっしゃる姿を

見て、これは早くパレット化を進めないかぬ

なということをしっかり考えたところであり

ますので、ぜひ、やっぱりパレット化という

ものについては進めてもらいたいと思いま

す。 

 もう１つ、これはもうここであんまり議論

しても仕方ない話ですけれども、かかった経

費を価格転嫁できない。これはもう前から話

をしている農産品もしくは第一次産品の非常

に究極的な課題でありますけれども、本来、

トラック輸送にかかった費用が掛かり増しす

れば、それはやっぱり価格転嫁するので、普

通の産業はみんなそうです。全部そうです。

でも、一次産品は、やっぱりそのときのそれ

ぞれ競りで決まっていきますから、競り値の

中に全部入ってなきゃならないんだけれど

も、それが入っているかどうかなんて全く分

かりません。入ってないと言っていいでしょ

う。 

 だから、ここにも書いてあるように、生産

者が負担するということですけれども、一般

的には、こういった製品というのは、全部消

費者が負担するべきでありまして、それが一

般的な経済だと思います。それができてない

から農業者や一次産業に従事する人は厳しい

んだというふうに思ってますので、そのこと

は問題意識としてしっかり取り組んでいただ

ければありがたいなと思ってます。 

 私たちは、政治的にも、この件にはずっと

取り組んでいかなければいけないというふう

に思っておりますので、よろしくお願いした

いと思いますし、引き続き、流通業者だけじ

ゃなくて、荷主の皆さんにも御理解いただけ

る対策というものを継続していただきますよ

うに要望して、私の意見は終わります。 

 質問はございません。ありがとうございま

した。 

 

○河津修司委員長 答弁いいですか。 

 

○前川收委員 いいです。 

 

○河津修司委員長 ほかに質問ありません

か。 

 

○山口裕委員 私も、この農産物の輸送につ

いて１つ。 

 以前から私も発言させていただいておりま

すけれども、天草は、輸送の条件とすれば、

かなり不利な地域だと認識しております。 

 そういった中で、流通アグリビジネス課

は、昨年からしっかりと、地元のＪＡさん、

出荷に関わる人たちと協調しながら、輸送の

効率化について議論も進めていただいたかな

というふうに思っております。 

 そういった中で、地元で生産された農産物
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をどう消費につなげていくか、地域で消費す

るんだという意見も出てきましたし、様々な

考え方が整理できたんじゃないかなというふ

うに思っております。 

 それをどうやって形にしていくか、そして

また、今後県外の市場に出すときに、どうや

って農産物を生産し、市場に送り出していく

か、すごく重要なヒントを今回の調査である

程度考えていただける環境が整いつつあるん

じゃないかなというふうに思っております。 

 そういった流通関係のみならず、地域農業

の一つの形が求められるような状況でもあり

ますので、熱いうちにしっかりと地元で議論

が行われて、そんな投げかけをしていただけ

ればありがたいなと思って発言させていただ

きました。よろしくお願いします。 

 

○河津修司委員長 答弁は要らぬですか。 

 

○山口裕委員 要りません。 

 

○河津修司委員長 ほかに質問はございませ

んか。――ないようでしたら、これで質疑を

終了します。 

 最後に、その他で委員から何かございませ

んか。 

 

○城下広作委員 ちょっと確認をさせてくだ

さい。 

 多分林務なのかなと思いますけれども、上

天草から天草にかけて、国道沿いから見る限

り、松くい虫が激しいんですよ。相当、至る

ところでもう赤くなって、松が早く紅葉して

いるといえばそれまでなんですけれども、も

う完全に松くい虫にやられて見苦しくて、観

光地なんですよ。 

 ところが、これは個人の山の分だから、も

う致し方ないというふうに考えるのか、い

や、その松くい虫というのは、ずらっとなる

と全滅しますもんね。これをどうするのか。

何本かは伐採しているんですよ。国道沿いの

分のと、それは見てます。 

 ただ、それだけでは全然追いつかないよう

な形で、相当松くい虫があって、過去に天草

に松くい虫が物すごくいたときに、大がかり

なことをやったけれども、あれは国がやった

のか、どこがやったのか、ちょっと分かりま

せんけれども、その辺の対策の認識というの

は、全く考えてないのか、あるのか、それだ

け。 

 

○山下森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 松くい虫被害対策につきましては、松林が

多い天草地域、玉名地域、阿蘇地域などで実

施をしております。 

 対策としましては、まずは、マツノマダラ

カミキリ、これを駆除するための薬剤の地上

散布を行っております。そして、直接的に松

を枯らす松の材線虫という線虫がおります

が、これを駆除するための樹幹注入というの

をやっております。 

 もう一つは、併せて枯れた木ですね、枯損

木の伐倒駆除というものを行っておりまし

て、これは、県が補助をして、各市町村にお

いて取組を行っていただいているということ

でございます。 

 この中で、事業量が最も多いのは、上天草

市でございまして、本年度は、地上散布は47

ヘクタール実施をするようにしております。

それと、樹幹注入につきましては、大矢野側

から行った３号橋を渡って池島という島があ

りますけれども、あそこで樹幹注入を200

本、それと伐倒駆除を150立方ということ

で、道路沿線については、これは土木部が対

応しておりますけれども、それ以外について

は、松くい虫防除事業等で防除対策を行って

いるということでございます。 

 委員御指摘のとおり、昨年、今年と松枯れ

が拡大をしているという実態というのは我々
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も把握をしておりますし、この状況を見る

と、対策の強化が必要であると認識をいたし

ております。 

 ということで、現在は、次年度に向けて対

策の強化を図りたいということで検討を進め

ているという状況でございます。 

 以上です。 

 

○城下広作委員 よろしくお願いいたしま

す。 

 帰るたびに何か悲しい思いをしなきゃいか

ぬ。松の緑が赤に変わって枯れてという形の

分だから、よろしくお願いします。 

 

○山口裕委員 実は、山下課長と昨日打合せ

をしまして、松の発言をさせていただきます

よということは、私も申し伝えておりまし

た。 

 やはり２年前にもこの委員会で発言させて

いただいて、松島から松がなくなって島にな

るという話をさせていただいて、これは地元

の人が言ってるんですからね、そういった状

況であった。 

 そのときには、例えば、先ほど答弁で出た

池島という島に、実は、地元地域づくりの皆

さんが、耐候性の松を植樹していただいた。

それはまだ無事だったんですよね、その時点

では。しかしながら、今年になったらもう全

て枯れてしまうような状況になってしまっ

て、皆さんもこれまでしっかりいろんな知恵

を生かしながら努力をしていただいておると

は思いますが、なかなか、猛暑が影響したの

か、今年は特に松枯れの被害が一気に進ん

で、様々な場所でもう松枯れしている状況に

なってきたなと思っております。 

 上天草も、国から分配いただいている森林

環境譲与税を全額ほとんど松にやっているん

ですが、そういった中でも追いつかない状況

であります。 

 先ほど城下委員のほうからもありましたよ

うに、島嶼部の観光地として、松が私たちの

地域の宝でもありますし、これまで、例えば

ヘリコプターによる散布等は、いろんな問題

を指摘されて、今実施できていない、そんな

状況もありますので、今後は、しっかりと新

たな考え方で、皆さん取り組んでいただけれ

ばと思います。 

 何かありましたら、どうぞ。 

 

○山下森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 従来、松島町の千巌山周辺では、ヘリで空

散を行っておりましたけれども、先ほどのと

おり、環境保全という観点で、現在は地上散

布を行っているということでございます。 

 民間の団体のお話もありましたけれども、

明日の松島を考える会というところで、枯れ

たところには植栽を行っておられると、そう

いうところに県の水森税を活用した支援も行

っております。 

 我々としては、市町村あるいは団体が行わ

れるそういった活動に対して、できる限りの

支援をしたいということで、今後も取り組ん

でまいるところであります。 

 松林というのは、白砂青松と言われるよう

な景観の保全、それと、松島の小島も含めた

松林というのは、雲仙天草国立公園の重要な

構成要素でございますので、これはきちっと

守って次世代に引き継いでいくという決意で

取り組んでまいります。 

 以上です。 

 

○山口裕委員 １点ちょっとすみません。 

 やっぱり伐倒も重要だと聞いております。

線虫を選別されるのも伐倒が重要で、かなり

根までしっかりと対応しなければいけないと

いうことを聞いておりますが、これが結構作

業に費用も人もかかるんですよね。 

 ですので、今後何かこう新たなやり方と

か、そういったものを示していただけるとあ
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りがたいなと思っております。 

 以上です。 

 

○河津修司委員長 ほかに何かありません

か。――なければ、以上で本日の議題は全て

終了いたしました。 

 最後に、要望が５件提出されておりますの

で、参考としてお手元に写しを配付しており

ます。 

 それでは、これをもちまして第４回農林水

産常任委員会を閉会いたします。 

午前11時50分閉会 
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